
勝部地域まちづくり協議会規約 

                        

（名称） 

第１条 この会の名称は、勝部地域まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事

務所を勝部地区公民館に置く。 

 

（目的） 

第２条 勝部地域において、魅力ある住みよいまちづくりを推進するため、市との連携のも 

とに勝部地地域まちづくり計画の策定及びその推進を図ることを目的とする。 

 

（構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる委員（以下「委員」という。）をもって構成する。 

   （１）勝部地区の居住者で、各集落の推薦を受けた者 

（２）勝部地区に存する各種団体のうち、別表に掲げる団体の長、又は代表者 

（３）前年度集落区長 

（４）各集落区長、各集落代理区長 

（５）会長が推薦した者 

２ 委員の任期は１月から１２月までの１年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生

じたときの後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

   （１）会長       １名 

   （２）副会長      ２名 

   （３）事務局長     １名 

   （４）区長       ５名（副会長就任者を除く） 

   （５）部会長      ３名 

   （６）会計監査     ２名 

  

（役員の職務） 

第５条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。 

  ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長 

の職務を代理する。 

  ３ 事務局長は、協議会の事務を総括する。 

  ４ 区長は、各集落と協議会の連絡調整を行う。 

  ５ 部会長は、各専門部の事業を推進する。 

  ６ 会計監査は、協議会の経理を監査する。 

 

（役員の選出） 

第６条 会長及び副会長の１名は前年度勝部地区区長から総会で選出する。 



２ 副会長１名は本年度勝部地区自治連合会会長、会計監査は本年度勝部地区自治連合

会監事があたる。 

  ３ 事務局長は、勝部地区公民館長があたる。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は１年間とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの後任の役

員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第８条 協議会に次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）役員会 

   （３）部会 

（総会） 

第９条 総会は、第３条の委員をもって構成する。 

  ２ 総会は、会長が招集し議長となる。 

  ３ 総会は、委員の過半数が出席することによって成立する。  

  ４ 総会は、次の事項を協議する。 

（１） 規約の変更に関すること。 

（２） 会長、副会長及び会計監査の選出に関すること。 

（３） 事業計画及び事業の実績に関すること。 

（４） 予算及び決算に関すること。 

（５） その他協議会が第２条の目的を達成するための事業に関すること。 

  ５ 総会の協議は、合意に達成するまで相互に努力を重ね、協議結果については相互 

に尊重する。 

  ６ 総会は、年２回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは随時開催することが

できる。 

  ７ 委員の３分の１以上の要求があったときには、会長は、総会を招集しなければなら

ない。 

 

（役員会） 

第１０条 役員会は、会計監査を除く役員をもって構成する。 

  ２ 第９条第２項及び第３項の規定は、役員会の開催について準用する。 

  ３ 役員会は、協議会の運営、総会提案事項及び地域課題について協議する。 

  ４ 役員会は、会長が必要と認めるとき開催する。 

５ 役員の３分の１以上の要求があったときには、会長は、役員会を開催しなければ 

ならない。 

 

（委員の職務） 

第１１条 委員は、協議結果について、勝部地区住民に理解を求めるよう努めるとともに、

第２条の目的達成に向けて相互の連携を密にし、事業の推進を図るものとする。 



２ 第３条第１号及び第２号に定める委員は、その所属する団体の意見をまとめ、こ 

れを協議会に反映させるよう努めるものとする。 

 

（部会） 

第１２条 会長は、それぞれの分野の発展を目指し、それらの調査研究と関連事業の推進を

図るため総会に諮って部会を置くことが出来る。 

２ 部会長は、部会の活動状況等について総会に報告するものとする。 

３ 部会は、積極的にその属する部会の事業を推進するとともに、他の部会に属する事

業の実施に協力するものとする。 

（会計） 

第１３条 協議会の経費は、地区支出金、市支出金、社会福祉協議会助成金、その他の収入

をもって充てる。地区支出金は、一戸当りを対象とし、その戸数の算出は各区長に

一任することとし、支出金の額は総会で決議する。 

２ 協議会の会計年度は、毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終了するものとする。 

 

（顧問及び相談役） 

第１４条 協議会に顧問及び相談役を置くことができる。 

  ２ 顧問及び相談役は、会長が総会の同意を得てこれを推戴する。 

  ３ 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、第２条の目的達成に寄与するものとする。 

 

（補則） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って会長が定める。 

 

  附則 

１ この規約は令和８年 １月 １日から施行する。 

２ 平成２１年１月２０日から施行された規約は廃止する。 

３ この規約を改正しようとするときは、総会において出席者の過半数の賛同を得なけれ

ばならない。 

      

別表（第３条関係）   

団 体 名 等 

勝部地区自治会 

勝部地区体育会 

勝部地区老人会 

自主防災団体 

自主防犯団体 

健康づくり推進員 

交通安全協会 

 


